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直轄事業と補助事業が連携 
 

金沢外
か な ざ わ そ と

環状
かんじょう
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一般国道８号 金沢
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東部
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を暫定２車線で全線供用します。 
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市 
     
１．事業の概要 

 
金沢外環状道路は、金沢都市圏の骨格を形成し、渋滞緩和を図ることを目的とした環状道路であ

り、海側幹線と山側幹線とで構成されています。山側幹線は、一般国道８号より山側部分を指し、

金沢市今
いま

町
まち

から白山
はくさん

市乾町
いぬいまち

に至る全長約２６．４ｋｍの道路です。これに対し、一般国道８号より

海側部分（延長約１８．５ｋｍ）を海側幹線と呼んでいます。 

 山側幹線の一部を形成する金沢東部環状道路（金沢市今
いま

町
まち

～同市鈴
すず

見
み

台
だい

）は、国土交通省が直轄

事業区間として整備しており、石川県、金沢市、土地区画整理組合が補助事業として整備している

区間と連携して効果を発現します。 

 

２．事業の経緯 

直轄事業 一般国道８号金沢東部環状道路（国土交通省担当）の事業経過 

● 昭和６２年度  事業着手 

 ● 昭和６３年度  用地買収着手 

 ● 平成３年度   工事着手 

● 平成７年４月  地域高規格道路整備区間指定「整備路線名 金沢外環状道路」 

● 部分供用経過 

平成１４年３月 今
いま

町
まち

～梅田町
う め だ ま ち

   延長１．３ｋｍ  

平成１５年３月 東長江町
ひがしながえまち

～鈴
すず

見
み

台
だい

 延長２．４ｋｍ  

平成１６年３月 梅田町
う め だ ま ち

～月浦町
つきうらまち

  延長２．１ｋｍ  

※月浦白尾ＩＣ連絡道路の供用と連携して部分供用 

    

３．平成１７年度の実施内容 
平成１７年度は、未供用区間である金沢市月浦町～東長江町間Ｌ＝３．６km のトンネルを含む

改良工事及び舗装工事を完了させ、暫定２車線で全線（Ｌ＝９．４km）を供用します。また、石

川県、金沢市、土地区画整理組合が補助事業として整備している区間も同時に供用する予定であり、

金沢外環状道路山側幹線全線が供用します。 

 






